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7  Summary

(1) Official in charge of disbursement of t-
he procuring entity: KOSAKA Zentaro, Direc-—
tor General of Forestry Agency

(2) Classification of the services to be pr-—
ocured: 71, 27

(3) Nature and quantity of the services to
be required: Build a system and cloud se-—
rvice provision to Next Generation Natio-—
nal Forest Information Management System

(4) Fulfillment period: 31 March, 2026

(5) Fulfillment place: As shown in the tend-
er documentation

(6) Qualification for participating in the
tendering procedures: Suppliers eligible
for participating in the proposed tender
are those who shall:

@D not come under Article 70 of the Cab-



inet Order concerning the Budget, Auditi-
ng and Accounting. Furthermore, minors,
Person under Conservatorship or Person u-
nder Assistance that obtained the consen—
t necessary for concluding a contract may
be applicable under cases of special re-
asons within the said clause.
@ not come under Article 71 of the Cab-—
inet Order concerning the Budget, Auditi-
ng and Accounting.
@ have the Grade “A” in terms of quali-
fication “"Provision of services” for par-—
ticipating in tenders by Ministry of Agr-
iculture, Forestry and Fisheries (Single
qualification for every ministry and age-—
ncy) in the fiscal year 2025, 2026 and 20
27.
@ Prove not to be a period of receiving
nomination stop from the contracting of-

ficer etec.



® meet the other qualification require-
ments by the tender documentation.

(7) Time-limit for tender : 2:00 P.M., 6 Mar—
ch, 2026 (tenders submitted by mail 5:00
P.M., 5 March, 2026)

(8) Contact point for notice: National Fore-
st Planning Division, National Forest Dep-—
artment, Forestry Agency, 1-2-1 Kasumigas-—
eki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952 Japan. TEL

03-3502-6008



	（１）入札公告　（令和７年度　次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務）
	（２－４）入札説明書一式（入札心得、入札書・委任状）
	１　競争入札に付する事項
	（１）件名 令和７年度　次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務
	（２）仕様 仕様書のとおり
	（３）履行期限 令和８年３月31日
	（４）納入場所 林野庁国有林野部経営企画課(農林水産省北別館8階ドアNo.北812)

	２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項
	（１）予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
	（２）予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
	（３）「令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）」の「役務の提供等」の「Ａ」の等級に格付けされている者であること。
	（４）下記６の提出書類の提出期限の日から、下記９の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
	（５）複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体（民法（明治29年法律第89号）上の組合に該当するもの。以下同じ。）による参加も可とする。この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体（以下「構成員」という。）の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書（又はこれに準ずる書類）（以下「規約書等」という。）を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競...
	（６）公的な資格や認証等の取得
	ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 ・品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は｢ISO9001」（登録活動範囲が情報処理に関するものであること。）の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。 ・上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること（管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。）。
	イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 ・情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。

	（７）受注実績
	ア 応札者は、1,000名以上の利用者が利用する情報システムの設計・開発業務を行った実績を過去３年以内に有すること。
	イ 応札者は、情報システムを導入予定のパブリッククラウドへの移行又は構築を行った実績を過去３年以内に有すること。
	ウ 応札者は、本システムで利用予定のパブリッククラウドにおいて運用・保守を行った実績を過去３年以内に有すること。

	（８）入札制限
	（９）作業要員に求める資格等の要件
	ア 受注者における業務遂行責任者は、情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士（情報工学部門又は総合技術監理部門（情報工学を選択科目とする者））の資格を有すること。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある（その根拠を明確に示し、担当部署の理解を得ること。）
	イ 受注者におけるチームリーダーは、情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験年数を5年以上有すること。また、その中でリーダークラスとしての経験を1件以上有すること。
	ウ 受注者における設計・開発を行う担当者には、情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者を各区分　１名以上必要な人数含むこと。なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。
	① システムアーキテクト試験
	② データベーススペシャリスト試験
	③ ネットワークスペシャリスト試験
	エ 受注者における設計・開発を行う担当者には、情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同等の資格を有する者を含むこと。
	オ パブリッククラウドを利用する情報システムの要件定義、設計・開発等を担当するチームのチームリーダー及び担当メンバーは以下の資格を有するものを含めること。
	① チームリーダーは、パブリッククラウドに係る全ての技術領域において当該クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての上級資格[*1]を有する者を配置すること。なお、チームリーダーの資格は全体リーダーまたはパブリッククラウド上での情報システム構築期間中に専任でチームリーダーを支援する要員が１名以上保有していることでも可とする。または、クラウドサービスプロバイダーが提供するサポートサービス（AWS プロフェッショナルサービス、Azure 有償サポート）の利用での対応も可とする。
	③ アジャイル開発を採用する場合、パブリッククラウドでの開発においてスクラムマスターの経験を１プロジェクト以上有する者を1名以上配置すること。スクラムマスターは、プロジェクト全体をマネージするプロジェクトマネージャとともに、発注側のプロダクトオーナーを支援する。この２つの兼務は許容するが、他のプロジェクトや専従専任のチームリーダーとは別とすること。また、下のいずれかの資格を有すること。
	・認定スクラムマスター（Certified ScrumMaster）
	・PSM（Professional Scrum Master）
	・LSM（Licensed Scrum Master）
	④ アジャイル開発を採用する場合、開発メンバーはそれぞれ以下の経験を有すること。
	・フロントエンドエンジニア
	フロントエンドアプリケーション技術の知識と開発、具体的には、バックエンドとの連携に関する基礎知識及び、ウェブアプリケーション開発経験1年以上
	クラウドのマネージドサービスを使ったアプリケーション開発経験1年以上を有すること
	・バックエンドエンジニア
	Webアプリケーション開発経験。具体的には、パブリッククラウドサービス（Azure、AWS、GCPなど）でホストするシステムの開発経験1年以上
	データベース設計経験1年以上を有すること
	⑤ 運用・保守を行う担当者には、当該クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての中級資格[*2]以上を有する者を１名以上配置すること。資格を有する人材を配置できない場合は、Solutions Architect（プリセールスSE）やMicrosoft社のMicrosoft Professional Servicesなどの外部人材の支援を仰ぎ、その助言を真摯に受け止め実施すること。
	*1　AWS Certified Solutions Architect – Professional
	Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert
	*2　AWS Certified Solutions Architect – Associate                   Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
	ISMAPに登録されている他のSaaSを利用する場合において、当該SaaSが資格制度を運用している場合、上に示したパブリッククラウドの資格要件について、その読み替えについて合理的な説明を担当部署へ行い、承認を受けたうえで当該SaaSの資格として読み替えることができる。


	３　電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用
	（１）本案件は、入札及び契約手続等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。また、落札者が紙媒体による契約手続を希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。
	（２）システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。
	４　入札方法及び提案書の提出方法
	（１）入札方法
	（２）提案書等の提出

	５　契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時
	（１）場所  林野庁国有林野部経営企画課事務管理班
	（北別館8階ドアNo.北812）（直通電話03-3502-6008）
	（２）日時  令和●年●月●日～令和●年●月●日
	（ただし、行政機関の休日を除く。）午前10時～午後５時
	（入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル（https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101）のほか上記交付場所において無料にて交付する。郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、５（１）まで電話で問い合わせること。）
	（３）入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書（案）のほか、以下の書類を含む。
	ア　応札資料作成要領
	イ　評価項目一覧
	ウ　評価手順書
	（４）入札説明会
	ア　場所 林野庁●会議室（●●●　ドアNo.●●●）
	イ　日時 令和●年●月●日　●●●●時

	６　入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限
	（入札書は支出負担行為第１係に設置してある入札箱に投函すること。）
	（電子入札による場合）電子調達システムにより提出する。
	（２）提出期限 令和●年●月●日（月曜日）午後５時
	（ただし、郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）による入札書の受領期限については、令和●年●月●日（金曜日）午後５時とする。）

	７　企画提案会の場所及び日時
	８　提案書等の審査
	９　開札の場所及び日時
	10　再度入札
	11　入札の無効
	12　入札保証金及び契約保証金　 免除する。
	13　契約書作成の要否　 　　要
	14　落札者の決定方法
	15　入札における留意点
	16　その他
	（１） 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
	（２）入札者に要求される事項
	ア　この一般競争に参加を希望する者は、入札心得、入札公告、調達における情報セキュリティ基準及びこの入札説明書並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項を了知の上、入札しなければならない。
	イ　入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

	（３）このほか、入札心得による。

	第１条　林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
	第２条　入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
	２　入札参加者は、入札書（別紙様式第１号）を作成し、封かんの上、入札者の氏名（法人にあっては、法人名）、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
	３　入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
	４　入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状（別紙様式第２号）を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
	５　入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
	６　入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
	７　入札参加者は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第71条第１項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
	８　入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第３号）について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

	第３条　入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
	２　入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
	３　入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

	第５条　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
	(１)  競争に参加する資格を有しない者のした入札
	(２)  委任状のない代理人のした入札
	(３)  記名のない入札（電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札）
	(４)  金額を訂正した入札
	(５)  誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
	(６)  同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
	(７)  入札時刻に遅れてした入札
	(８)  暴力団排除に係る誓約事項（別紙様式第３号）について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
	(９)  その他入札に関する条件に違反した入札

	第６条　開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合第１回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
	２　前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
	３　第１項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
	４　郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

	第８条　予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。この場合は、最も評価の高い者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。
	２　入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者（最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ）に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。
	第９条　落札となるべき同総合評価点の入札者が２人以上あるときは、電子くじにより落札者を定める。
	２　電子調達システムを使用しない入札で同総合評価点の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。当該入札をした者のうちくじを　引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わ　って入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

	第10条　落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から５日以内に林野庁長官に提出しなければならない。ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
	２　落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
	３　林野庁長官は、落札者が第１項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
	４　契約担当官等が入札公告等において契約書を電磁的記録により作成することができることとした契約について、第１項の規程にかかわらず、電子調達システムにおいて契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。

	第11条　入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
	第12条　この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

	（３）請負契約書(令和７年度　次期国有林野情報管理システム 設計・構築及びクラウドサービス提供業務)



